
 

令和５年度 

豊田市区長会 第９回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和５年１１月２９日（水） 午後２時から 

場 所  豊田市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 

 



次 　第

ページ

報告
内容

依頼
内容

ページ

協議
事項

依頼
事項

報告
内容

ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出できない場合
は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報ください。

・別紙のとおりです。

・別紙のとおりです。

1

【司会　山口副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

1

犯罪発生状況・交通事故発生状況について

別
紙

１　豊田市民の誓い唱和

・別紙のとおりです。

吉見会計

・別紙のとおりです。

2

令和６年度豊田市区長会表彰推薦調書の提出について

今期見舞金の支給状況について

3

社協主催「住民のための地域福祉活動実践セミナー」の後援依頼について

４　区長会　報告・確認・協議事項

1

別
紙

2

５　共済会運営委員会 報告事項

警察署と地区区長会との連携について

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご連絡ください。

2

令和６年度豊田市区長会事業計画について

6

9―
1



資料
番号

依頼
内容

・豊田市青少年健全育成推進協議会理事及び青少年育成員の推薦にご協力を
お願いします。
・別添の推薦書に必要事項を記載の上、こども・若者政策課までご提出くだ
さい。
【期限】令和６年３月２２日（金）
【連絡先】こども・若者政策課
           電話：34-6630 /FAX：34-6938
           メール：kowaka@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

・令和６年二十歳のつどいの開催について、御協力をお願いします。
【連絡先】こども・若者政策課
           電話：34-6630　/　FAX：34-6938
           メール：kowaka@city.toyota.aichi.jp

資料
番号

依頼
内容

・「住民のための地域福祉活動実践セミナー」のチラシ回覧に御協力をお願
いします。
【セミナー開催日】令和６年２月１０日（土）
【連絡先】社会福祉協議会　共生推進課（電話：31-1294/FAX：33-2346）

情報
提供

・「広報とよた１２月号」に掲載した内容の訂正については、別紙のとおり
です。
【連絡先】循環型社会推進課（電話：71-3001/FAX：71-3000）

・・・ 10

９　市からの主要施策の説明

　　博物館の概要について・・・・博物館準備課

１０　意見交換

　　その他区長会として市に要望したいこと、自治区運営で困っていて他自治区に聞きたいこと

「広報とよた１２月号」掲載の年末年始の「ごみ収集日」の一部訂正について 循環型社会推進課

社会福祉協議会

―

2

７　豊田市等からの依頼・情報提供事項

８　１２月区長便のお知らせ

住民のための地域福祉活動実践セミナー開催

1

1

2

3
-

【第１０回役員会】　　１２月２７日（水）　１４：００～　　市役所南庁舎５階　南５１会議室

６　地区コミュニティ会議会長連絡会　依頼・情報提供事項

1

令和６年度豊田市青少年健全育成推進協議会理事及び青少年育成員の推薦について
こども・若者政策

課

2 4
-

令和６年二十歳のつどいの開催について
こども・若者政策

課

―



令和６年度豊田市区長会事業計画（案） 
 
１ 事業計画 

№ 内 容 対 象 回 数 備 考 

１ 定例役員会 役員 毎月１回  

２ ４役会議 ４役 毎月１回 役員会の 1週間前 

３ 総務委員会 総務委員 ６回 隔月 

４ 会計監査 会計・会計監査委員 １回  

５ 役員選考委員会 役員選考委員 １回  

６ 役員・総務委員意見交換会 役員・総務委員 １回 4/10（水）17:30～

７ 総会 全区長 １回  

８ 役員･総務委員合同研修会 役員・総務委員 １回  

９ ４役研修会 ４役 １回 時期未定 

10 表彰者選考委員会 総務委員 １回  

11 地区区長会 全区長 毎月１回  

12 各種審議会等 役員 審議会による  

  ※区長会親睦ゴルフコンペ：６月６日･１０月３日予定 

２ 事業日程 
（１）定例役員会 ※場所は別途通知 

第 １ 回    ４月 １０日 （水） 午後３時～終了後、意見交換会（懇親会）予定 
第 ２ 回    ４月 ２４日 （水） 午後２時～ 
第 ３ 回    ５月 ２９日 （水） 午後２時～ 
第 ４ 回    ６月 ２６日 （水） 午後２時～ 
第 ５ 回    ７月 ３１日  （水） 午後２時～ 
第 ６ 回    ８月 ２８日  （水） 午後２時～ 
第 ７ 回   ９月 ２５日  （水） 午後２時～ 
第 ８ 回  １０月 ３０日  （水） 午後２時～ 
第 ９ 回  １１月 ２７日 （水） 午後２時～ 
第１０回  １２月 ２５日  （水） 午後２時～ 
第１１回   １月 ２９日 （水） 午後２時～ 
第１２回   ２月 ２６日 （水） 午後２時～ 

（２）総務委員会 ※場所は別途通知 
第 １ 回    ４月 １０日  （水） 午後３時～終了後、意見交換会（懇親会）予定 
第 ２ 回    ５月 ２２日  （水） 午後２時～ 
第 ３ 回     ７月 １７日  （水） 午後２時～ 
第 ４ 回    ９月 １８日  （水） 午後２時～ 
第 ５ 回  １１月 ２０日  （水） 午後２時～ 
第 ６ 回   ２月 １２日  （水） 午後２時～（表彰者選考委員会） 
 

（３）総会  令和６年５月１１日（土）午前１０時３０分から正午まで 
場所：豊田市民文化会館 小ホール 

 
（４）役員・総務委員合同研修会  令和６年７月２４日（水）～２５日（木）  

場所：未定 
 
（５）会計監査      令和７年３月２６日（水）午後２時 場所：豊田市役所 
 
（６）役員選考委員会 令和７年３月１２日（水）午後２時 場所：豊田市役所 
３ 関連事項日程：まちと川を美しくする会 

№ 内 容 対 象 

１ 春の環境美化月間（６月） 
全自治区 

２ 秋の環境美化月間（９月） 

 ※１ 令和５年度より「環境美化の日」を「環境美化月間」に改めました。ただし、この期間

に関わらず、各自治区の実情に合わせ、実施日を決定していただいて結構です。 

※２ ６月９日（日）及び９月８日（日）に渡刈クリーンセンター稼働を依頼予定です。 

 ※３ 上記環境美化活動時の廃棄物の収集運搬支援は、これまでどおり６～７月、９～１０月に

実施されます。日曜日収集の相談ができる日にちは、※２の日にちになります。 
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令和５年１１月２９日 

地区区長会会長 各位 

                        豊田市区長会 

                            会長 阿垣 剛史 

 

令和６年度 豊田市区長会表彰推薦調書の提出について（依頼） 

 

平素は、各自治区において積極的な自治区運営を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和６年度豊田市区長会総会の席上で表彰予定の「豊田市区長会表彰」の候補者を選

考する時期となりました。地区内の各区長と協議の上、別紙推薦調書により、推薦をお願い

します。 

記 

 

１ 提 出 期 限   令和６年１月１２日（金）まで（厳守） 

 

２ 提 出 方 法   ①又は②で提出してください。 

①封筒中の推薦調書を事務局（地域支援課）又は各支所へ持参         

又は郵送で提出 

          ②インターネット上で「あいち電子申請・届出システム」に入力

して提出 

 

３ 選考方法等   ①地区区長会による選考（提出期限：１月１２日（金）） 

 

②選考委員会（２月１４日（水）の総務委員会） 

 

③役員会での承認（２月２８日（水）の役員会） 

 

④表彰（５月１１日（土）の区長会総会） 

  

４ 留意事項  

（１）表彰に関する規定及び細則を理解の上、推薦してください。 

（２）表彰に関する規定、第２条（１）（２）に該当する区長は事務局で対応しますので

推薦の必要はありません。 

（３）推薦可能な候補者数は、以下のとおりです。 

5,000 世帯未満の地区 １名 

梅坪台・浄水・益富・若園・井郷・ 

猿投・保見・石野・松平・藤岡・藤岡南・

小原・足助・下山・旭・稲武 

5,000 世帯以上の地区 ２名以内 

崇化館・朝日丘・逢妻・ 

高橋・美里・豊南・末野原・上郷・竜神・

若林・前林・猿投台 

（４）記入例を参考に御記入ください。 

（５）過去の受賞者は、別紙のとおりです。取扱いには充分ご注意ください。 
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令和６年度豊田市区長会表彰推薦調書 

 推薦地区名（ｺﾐｭﾆﾃｨ会議名）     ○ ○ ○  地区 

                地区（ｺﾐｭﾆﾃｨ）会長名     豊田 一郎   

個 
 

人 

自治区名 

コミュニティ会議 

〇〇自治区  または 

○○地区コミュニティ会議 
役職等 企画部 部長 

フリガナ 

氏 名 

アイチ サブロウ 

愛 知  三 郎          男・女 

生年月日 昭・平  ２９年 １０月 ２１日（ ６９歳） 

住 所 
豊田市○○町３－６０ 

（Tel ３４－６６２９ ） 

職 業 会社員 

団 
 

体 

自治区 

コミュニティ会議 
 構成員 人 

フリガナ 

団体名 
 

フリガナ 

代表者 
 

代表者住所 
 

（Tel   －     ） 

自治区またはコミュニ

ティ会議での経歴 

H25 年 4 月～H26 年 3 月 自治区広報部員 

H26 年 4 月～H27 年 3 月 自治区広報部長 

H27 年 4 月～R 元年 3 月 コミュニティ会議企画部員 

R2 年 4 月～現在 コミュニティ会議企画部長 

表彰に該当すると認め

る功績の詳細 

H25 年から 2 年間自治区の広報部員及び部長として、読みや

すい自治区だよりの発行に尽力した。 

H26 年度からは、コミュニティ会議企画部員として、少年の

主張発表大会を企画するなど地域の青少年育成に大きく貢献し

た。 

R2 年度からは、企画部長として、リーダーシップを発揮し、

部員の育成に努めるとともに、コミュニティ会議の活性化、民

主化に現在も寄与している。 

参考事項 

(表彰歴等) 

平成○年 豊田市社会福祉協議会感謝状 

平成○年 保護区保護司会 法務大臣感謝状 

推薦者に関する 

問合せ先 

氏  名：〇〇自治区長 豊田 二郎 

電話番号：〇〇〇-○○〇〇-〇〇〇〇（携帯） 

※経歴が枠内に収まらない場合は、裏面に御記入いただくか、別紙で経歴がわかる資料を御

提出ください。 

 

 

 
＜スマホ・タブレットから＞ 

 

＜パソコンから＞ 

https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyota-aichi-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=86431 

※あいち電子申請・届出システム「【区長会】令和６年度豊田市区長会表彰推薦調書」 

記入例 
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豊田市区長会の表彰に関する規定 
 

 

（趣旨） 

第１条  豊田市区長会が定めた「とよた市住民自治憲章」の精神に基づき、うるおい

とやすらぎに満ちたふるさとづくりに功績のあった区長及び個人、又は自治区、自

治区の部組織、自治区内諸団体等（以下「功績者」という。）に対する表彰につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

（表彰の内容） 

第２条  会長は、次のいずれかに該当する功績者について、総務委員会及び役員会で

の協議により適当と認めたときは感謝状を贈呈する。 

（１）区長として、連続４年以上職務を遂行し退職した者（以下第２号とともに「永

年勤続退職者」という。） 

（２）区長として、通算６年以上職務を遂行し退職した者（ただし、昭和４０年１月

１日以降の就任年数による。） 

（３）交通安全、防火・防犯、地域福祉、ごみ減量化等の地域課題に対し、積極的な

取り組みにより大きな成果をあげた個人又は団体 

（４）豊かな地域文化づくりに積極的に取り組み、大きな成果をあげた個人又は団体 

（５）自治区の活性化、民主化等に積極的かつ強力に取り組み、大きな成果をあげた

個人又は団体 

（６）このほか住民自治、並びに自治区コミュニティの推進に顕著な成果をあげた個

人又は団体 

 

(表彰の制限) 

第３条  区長永年勤続退職者表彰ならびにその他功績者表彰は、いずれも各１回限り

とする。 

 

（委任） 

第４条  この規定に定めるもののほか、必要な事項は役員会が定める。 

 

  付  則 

  この規定は、昭和５１年１２月２３日から施行する。 

 

  （以下  略） 

 

  付  則 

  この規定は、平成６年４月１日から施行する。 

 

付  則 

  この規定は、平成１５年４月１日から施行する。 
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豊田市区長会の表彰に関する細則 
 

 

（目  的） 

第１条  この細則は、豊田市区長会の表彰に関する規定（以下「表彰規定」という。）

第４条の規定に基づき、表彰の細部について定める。 

 

（他制度との関係） 

第２条  この制度は、地域課題の解決等地域づくりに多大な貢献をした功績者に対し、

区長会として表彰するものである。従って、他の表彰の有無にはこだわらないものと

する。 

 

（表彰対象） 

第３条  表彰規定第２条第３号、第４号、第５号及び第６号に掲げる活動は、自治区

又は地区コミュニティ会議での活動を５年以上継続しており、善意又は奉仕活動と

しての色彩が濃いものを対象とする。 

   したがって、当該活動に対し、官公庁から報酬等が支給される場合は、原則とし

て表彰対象としない。 

 

（表彰候補者の推薦） 

第４条  候補者の推薦は、地区会長及び区長会事務局が指定様式（様式第１号）によ

り行うものとする。 

２  地区会長の推薦は、永年勤続退職者を除き、次に掲げるとおりとする。 

 候補者数   １地区当り世帯数 

   １人   ５,０００世帯未満 

   ２人   ５,０００世帯以上 

 

（功績者の選考） 

第５条  功績者の選考は、区長会総務委員会で行い、選考結果については役員会で承

認を得ることとする。 

２  表彰者数は区長永年勤続退職者を除き、毎年若干名とする。 

 

  付  則 

  この細則は、平成６年４月１日より施行する。 

  この細則は、平成７年１２月１日より施行する。 

   (候補者推薦を 1地区 1名から､地区規模に応じ 2名に変更する｡) 

  この細則は、平成１０年１２月１日より施行する。 

   (表彰対象者を自治区又は地区コミュニティ会議での活動に限定するとともに､自治区から報酬等が支払われる場合も対象外とした｡) 
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豊社協共発第１４３号 

令和５年１１月２日 

 

豊田市区長会 様 

 

                社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 

                 会  長  幸  村  的  美 

 

 

後援申請について 

 

平素は本会の事業に対し、格別なるご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

本会では、別紙開催要項のとおり「住民のための地域福祉活動実践セミナー」

を開催します。 

つきましては、本セミナー開催にあたり、貴会からのご後援をいただきたく存

じます。なにとぞご承諾くださいますようお願いいたします。 

 

記 

１ 名義種類  後援 

 

２ 事 業 名  住民のための地域福祉活動実践セミナー 

 

３ 主 催 者  社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会（地域福祉活動推進委員会） 

 

４ 後援予定  豊田市、豊田市区長会、豊田市地区コミュニティ会議会長連絡会、

豊田市民生委員児童委員協議会、豊田市高齢者クラブ連合会 

 

５ 日  時  令和 6年 2月 10 日（土）午後 1時 30 分～午後 4時 30 分 

 

６ 場  所  豊田市福祉センター（豊田市錦町１丁目１－１） 

 

７ 定  員  500 名（先着順） 

 

８ 連 絡 先  豊田市社会福祉協議会 共生推進課 都築・市川 

〒471-0877 豊田市錦町１丁目１－１ 2 階 

電話(0565)31-1294  FAX(0565)33-2346 

E-mail：vc@toyota-shakyo.jp 

（日・月曜および祝日は休業です） 
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『住民のための地域福祉活動実践セミナー』 開催要項 
 “住民発”地域福祉のはじめの一歩  

 
１ 趣 旨 
   第２次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の基本目標、重点取組について、

広く市民へ周知することを目的とする。 
   また、市内各地域で実践されている住民主体の活動を紹介することで、“安心

して自分らしく生きられる支え合いのまちづくり”の促進を目的に開催する。 
 
２ 主 催 

社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会（地域福祉活動推進委員会） 
 
３ 後 援（予定） 

豊田市 豊田市区⾧会 豊田市地区コミュニティ会議会⾧連絡会 
豊田市民生委員児童委員協議会 豊田市高齢者クラブ連合会 

 
４ 日 時 

令和６年２月１０日（土）１３時３０分 １６時３０分 
（開場 １３時００分） 

     
５ 場 所 

豊田市福祉センター ホール（豊田市錦町１－１－１） 
 
６ 参加対象者 

①自治区、地区コミュニティ会議等の関係者 
②民生委員・児童委員、主任児童委員 

   ③高齢者クラブ関係者 
④ボランティア活動実践者 
⑤地域ふれあいサロン関係者 等 

 
７ 定 員 

５００名（先着順） 
 
８ 参加費 
   無料 
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９ 申込期間 
   令和 6 年 1 月 9 日（火） 1 月 31 日（水） 
 
１０内 容 
時間帯 内容 登壇者 
13 時 30 分 
  13 時 45 分 

開会あいさつ 豊田市社会福祉協議会  
会 ⾧ 幸村 的美 

13 時 45 分 
  14 時 15 分 

第１部 基調報告 
第２次豊田市地域福祉
計画・地域福祉活動計画 

豊田市社会福祉協議会 共生推進課  
担当⾧ 市川 亮太 

14 時 15 分 
  14 時 25 分 

場面転換  

14 時 25 分 
  16 時 15 分 

第２部 
事例報告・シンポジウム 
 
事例報告① 
松平地区  

巴町自治区 
「巴カフェ」 
 
事例報告② 
上郷地区 

桝塚西町自治区 
「ささえ愛隊」 
 
 

シンポジスト 
 
 
事例報告① 

山本 克子  氏 
 磯村 淳子  氏 

藤原 ますみ 氏 
 
事例報告② 
 安枝 敏之  氏 
 江里口あけみ 氏 
 野田 五夫  氏 
 
コーディネーター 
地域福祉活動推進委員会 

副委員⾧  山村 史子 氏 
16 時 15 分 
  16 時 30 分 

閉会あいさつ 地域福祉活動推進委員会 
委員⾧ 吉見 匡保  氏 

 
 

-8-



令和５年度 豊田市区長会共済会 

 

第 ９ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

11 月 1 日～11月 30 日 5 145,000  5 109,000  

4 月 1 日～11 月 30 日 46 859,725 37 927,500 

1 件あたりの平均支給額 ― 18,690 ― 25,068 

 

２ １１月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額(円) 行 事 名 傷害の内容 発 生 状 況 

1 池田町 17,000 水辺愛護会草刈り 右足首関節捻挫 河沿いのブロック上段と山側の段差で足を捻り負傷 

2 吉原町 54,000 侵入盗対策講習会 
指 PIP 関節橈側

側副靭帯損傷 

講習会終了後､駐車場から歩いて帰宅途中に転倒し手

を突いて負傷 

3 東 田 60,000 夏の防犯パトロール 右小指基節骨骨折足がもつれ転倒し手を突いて負傷 

4 稲武コミ 8,000 ふれあいまつり 右耳下創傷 竹の伐採の際に、枯れ竹が耳に当たり負傷 

5 貝津町 6,000 秋の環境美化活動 足裂傷 
草刈り機で草刈り作業中、ガラス瓶を撥ね割れたガラ

ス破片が足に刺さり負傷 

 

３  賠償金の支給について  

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

11 月 1 日～11月 30 日 3 196,986 2 452,716 

4 月 1 日～11 月 30 日 19 2,104,439 13 2,829,660 

４ １１月の賠償金支給の内容 

№ 自治区名等 賠償金額(円) 行 事 名 賠償の内容 

1 東山町 86,152 秋の環境美化活動 
草刈機で除草中、跳ねた石が近くの民家の窓ガラスを破

損した。 

2 下川口 12,430 
大沢林道､池周辺

草刈り作業 

草刈機で除草中、跳ねた石が駐車中の軽トラックのリヤ

ガラスを破損した。 

3 丸 山 98,404 秋の環境美化活動 
草刈機で除草中、跳ねた石が近くの個人宅駐車場に止め

てあった車のリヤガラスを破損した。 

 【問合せ先】区長会事務局 中山  電話 ３４-６６２９ 
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１２月区長便送付文書一覧 
 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 

 
 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 ｢広報とよた｣令和 6年 1月号の配達日 市政発信課 34-6604 通知 全自治区 

2 
令和 6年度分交流館･地域文化広場利用

調整申請書   【提出期限 1月 20 日】 
市民活躍支援課 34-6660 通知 全自治区 

3 
「広報とよた 12 月号」掲載の年末年始

の「ごみ収集日」の一部訂正 

循環型社会推進

課 
71-3001 通知 全自治区 

4 「交通安全市民会議ﾆｭｰｽ 12 月号」他 交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

5 ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 配付 旧市内自治区 

6 令和 6年度 自治区事務スケジュール 地域支援課 34-6629 配付 全自治区 

7 
住民のための地域福祉活動実践セミナ

ー開催 
社会福祉協議会 31-1294 回覧 全自治区 

封筒 事業団広報紙「各駅停車」 豊田市福祉事業団 32-8980 回覧 全自治区 

 

 

 

※「自治区だより」は発行の都度、支所に３部（挙母地区は地域支援課に２部） 

ご提出をお願いいたします。（支所、区長会事務局、社会福祉協議会にて保管し 

ています。） 

 

 

※ 区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますので区長便ボックスへ入れておいてくださ

い。 

・区長便の空袋を入れ忘れた時は、お近くの支所へお渡しください。 

・区長便袋には、送付文書を残さず、必ず空にしファスナーを開けたまま返却ください。 

  （提出物などを入れないようにお願いします。） 

回覧数等の変更、訂正がある場合は地域支援課へご連絡ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

「令和５年度自治区改善取組発表会」（１１月９日開催）の 

資料及び動画を区長会ホームページに掲載しましたので、 

ぜひご覧ください！【掲載期限：令和６年１１月末頃】 

URL…https://toyota-kuchokai.org/senyou14.html 二次元バーコード⇒ 
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「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 

       



 0 5 6 5 (3 5 )0 1 1 0

1 0 21 1 8

12 11 20

12 1 10





NO.

42



NO.



令和 5 年１１月２９日 

地区コミュニティ会議会⾧ 様 
豊田市青少年健全育成推進協議会  
会⾧ 鈴木 仁 

 
令和６年度豊田市青少年健全育成推進協議会理事及び青少年育成員の推薦 
について（お願い） 

 
 日ごろは、青少年健全育成推進協議会（以下、「青推協」という。）の活動にご理解とご協
力をいただき、ありがとうございます。また、各地区コミュニティ会議において、活発な青
少年健全育成活動を推進していただき、厚くお礼申し上げます。 

今年度も、各地区コミュニティ会議からご推薦いただきました青推協理事及び青少年育成
員に活躍していただき、有益な活動を展開することができました。 

次年度も引き続き、下記のとおり青推協理事及び青少年育成員をご推薦くださいますよう
お願いいたします。 
 ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが、よろしくお願いいたします。 

記 

１ 推薦人数 
 （１）理    事 中学校区から 1 名 

※原則、青少年育成組織の中心的な役割を担う人が望ましい 
（２）青少年育成員 中学校区から２名以上 

※今後青少年育成組織の中心的な役割を担う人が望ましい 
２ 推薦方法 

青推協事務局（こども・若者政策課）まで推薦書類をご提出ください 
・推薦書(様式) 次頁参照 
・提 出 期 限  令和 6 年３月２２日（金） 

３ その他 
（１）推薦にあたっては現職の青推協理事と協議してください 
（２）青推協理事と青少年育成員は兼務できません 
（３）青推協理事と青少年育成員の任期は１年ですが、継続的な運営が可能となるよう、 

２年以上在籍いただけるようご配慮ください（特に青推協理事） 
（４）本内容は、１２月７日（木）の交流館⾧会でも依頼する予定です。 

 
 
【問合せ先】 

豊田市青少年健全育成推進協議会事務局 志村・山田（健） 
（豊田市こども・若者部 こども・若者政策課内） 
TEL:34-6630 FAX:34-6938 e-mail:kowaka@city.toyota.aichi.jp 

 

資料１ 

１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

【参考】令和5年度青少年健全育成推進協議会 役員・理事・育成員名簿

地区 役職名 氏名
備考

(小学校区)
地区 役職名 氏名

備考
(小学校区)

会⾧/理事 鈴木 仁 高 橋 理 事 鈴村 延保
篠田 侑士 小清水 青少年育成員 那須 清二 矢並
図子 義行 美山 那須 博 市木

理 事 鈴木 正志 落合 健二 平井
青少年育成員 青木 恵美 敷島 坪井 敦也 寺部
理 事 日髙 理裕 藤 岡 理 事 田中 信

藤野 晃浩 根川 向平 学 石畳
神谷 英伸 童子山 山内 博記 飯野

理 事 林 義之 山内 義彦 御作
山田 美知江 足助 藤岡南 理 事 松本 憲二
鈴木 真吏 冷田 谷 敦之 中山

理 事 福田 卓生 中島 理恵 中山
金沢 礼 四郷 豊 南 理 事 棚田 久美子
前田 知裕 井上 齋藤 響子 前山

石 野 理 事 鈴木 基晴 後藤 容子 山之手
青少年育成員 髙木 勝宏 上鷹見 鈴木 淳子 山之手
理 事 加藤 知美 竹内 人美 前山

木原 英和 稲武 保 見 理 事 加藤 三枝子
古橋 寛美 稲武 青少年育成員 魚住 美穂 伊保
三浦 明美 稲武 八木 宏祥 伊保

梅坪台 理 事 松井 邦幸 藤田 英二 大畑
青少年育成員 加藤 文崇 梅坪 狐塚 知子 西保見

内田 謙治 梅坪 前 林 理 事 甲村 敬司
奥本 弘文 梅坪 松井 恵梨 堤

理 事 加藤 克博 神谷 哲央 駒場
成瀬 みはる 本城 益 富 理 事 梅木 貴仁
加納 呂美 小原中部 青少年育成員 山川 雅義 五ケ丘東

理 事 宇野 彩由美 鈴木 勲 五ケ丘
森 義英 高嶺 間瀬 亮次 古瀬間
酒井 英治 高嶺 松 平 理 事 黒柳 充子

理 事 柘植 一憲 四郷 鶴田 奈津子 九久平
坂野 昇一 加納 石岡 弥生 岩倉
那須 俊紀 加納 美 里 副会⾧/理事 松井 いづみ

理 事 内藤 佑介 加納 文隆 広川台
古賀 親 青木 吉本 勝 東山
増田 理恵子 西広瀬 小嶋 崇史 野見
岡村 麻衣子 青木 竜 神 理 事 髙木 和順

副会⾧/理事 鈴木 雅弥 伴 陽子 竹村
本多 覚志 大沼 須藤 淳姿 土橋
後藤 寿岳 巴ケ丘 蟹 正樹 山之手

副会⾧/理事 福田 猛 若 園 理   事 ⿁頭 秀一郎
金原 昭仁 浄水 永谷 真紀子 若園
小野山 利之 浄水北 木村 昭美 若園

理  事 土井 英希 寿恵野 若 林 理 事 上口 正寛 若林西
渡辺 智明 前山 青少年育成員 鈴木 厚志 若林東
太田 民子 寿恵野 青山 祐子 若林西
佐藤 千枝 大林 鈴木 健 若林西

崇化館 理 事 神谷 憲秀 挙母
兼子 記人 挙母
加藤 元之 朝日
中村 輝 元城

青少年育成員

足 助
青少年育成員

青少年育成員

青少年育成員

井 郷
青少年育成員

青少年育成員

青少年育成員

逢 妻
青少年育成員

旭

朝日丘
青少年育成員

青少年育成員
青少年育成員

浄 水
青少年育成員 青少年育成員

小 原
青少年育成員

上 郷
青少年育成員

猿 投

末野原
青少年育成員

青少年育成員

青少年育成員
稲 武

青少年育成員

猿投台
青少年育成員

青少年育成員

下 山



 

令和   年  月  日 
豊田市青少年健全育成推進協議会会⾧ 様 
 

     地区コミュニティ会議 
 

会 ⾧             
（電話  －     ） 

 
令和６年度豊田市青少年健全育成推進協議会理事及び青少年育成員の推薦について 

（報告） 
下記のとおり報告します。 

記 
１【理事】 
※前年度に引き続き理事の方は、住所等変更がない場合は氏名のみで他は記入不要です。 

今年度初めて理事になられる方はすべてご記入ください。性別と生年月日は団体傷害互
助会加入に必要ですので、必ずご記入ください。 

フ リ ガ ナ  性別 生年月日 

氏   名  男 ・ 女 Ｓ・Ｈ   年  月  日 

住  所 
〒   － 
豊田市 

電   話 

①携帯 （     ）    － 
 
②自宅 （     ）    － 
 
※①がない場合は②をご記入ください。 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 
 
 

 
備  考 

(これまでの
活動等 
※育成部会、
PTA、子ども
会など) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

報 告 様 式 



２【育成員】① 
※前年度に引き続き育成員の方は、住所等変更がない場合は氏名のみで他は記入不要です。

今年度初めて育成員になられる方はすべてご記入ください。性別と生年月日は団体傷害
互助会加入に必要ですので、必ずご記入ください。 

 

フ リ ガ ナ  性別 生年月日 

氏   名  男 ・ 女 Ｓ・Ｈ   年  月  日 

小 学 校 区 小学校 

住  所 
〒   － 
豊田市 

電   話 

①携帯 （     ）    － 
 
②自宅 （     ）    － 
 
※①がない場合は②をご記入ください。 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 
 
 
 

 
備  考 
(これまでの
活動等 
※育成部会、
PTA、子ども
会など) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２【育成員】② 
※前年度に引き続き育成員の方は、住所等変更がない場合は氏名のみで他は記入不要です。

今年度初めて育成員になられる方はすべてご記入ください。性別と生年月日は団体傷害
互助会加入に必要ですので、必ずご記入ください。 

 

フ リ ガ ナ  性別 生年月日 

氏   名  男 ・ 女 Ｓ・Ｈ   年  月  日 

小 学 校 区 小学校 

住  所 
〒   － 
豊田市 

電   話 

①携帯 （     ）    － 
 
②自宅 （     ）    － 
 
※①がない場合は②をご記入ください。 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 
 
 
 

 
備  考 
(これまでの
活動等 
※育成部会、
PTA、子ども
会など) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２【育成員】③ 
※前年度に引き続き育成員の方は、住所等変更がない場合は氏名のみで他は記入不要です。

今年度初めて育成員になられる方はすべてご記入ください。性別と生年月日は団体傷害
互助会加入に必要ですので、必ずご記入ください。 

 

フ リ ガ ナ  性別 生年月日 

氏   名  男 ・ 女 Ｓ・Ｈ   年  月  日 

小 学 校 区 小学校 

住  所 
〒   － 
豊田市 

電   話 

①携帯 （     ）    － 
 
②自宅 （     ）    － 
 
※①がない場合は②をご記入ください。 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 
 
 
 

 
備  考 
(これまでの
活動等 
※育成部会、
PTA、子ども
会など) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２【育成員】④  
※前年度に引き続き育成員の方は、住所等変更がない場合は氏名のみで他は記入不要です。

今年度初めて育成員になられる方はすべてご記入ください。性別と生年月日は団体傷害
互助会加入に必要ですので、必ずご記入ください。 

 

フ リ ガ ナ  性別 生年月日 

氏   名  男 ・ 女 Ｓ・Ｈ   年  月  日 

小 学 校 区 小学校 

住  所 
〒   － 
豊田市 

電   話 

①携帯 （     ）    － 
 
②自宅 （     ）    － 
 
※①がない場合は②をご記入ください。 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 
 
 
 

 
備  考 
(これまでの
活動等 
※育成部会、
PTA、子ども
会など) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊田市青少年健全育成推進協議会について 
名 称 

 豊田市青少年健全育成推進協議会（略称／青推協 せいすいきょう） 
設 立 

 昭和５５年７月 
設立までの経過 

 昭和４７年度より青少年対策地区委員会が青少年対策組織として結成され、
主に非行防止活動が中心に進められていた。しかし「非行防止のみを唱えて
も健全な青少年の育成はできない」との考えから、各地区の青少年対策地区
委員会が発展的に解消され、地区コミュニティ会議に改められた。 

 これを契機に、昭和５５年に青少年健全育成活動を住民主体の運動とするた
め、地区コミュニティ会議青少年育成組織の代表者等によって構成される青
推協が発足した。 

目 的 
 明日の担い手である青少年の健全育成を目指し、青少年の諸活動を助⾧する

とともに、有害環境を除去し、非行防止を図る住民運動を推進する。 
役 割 

 地域における青少年の実態や活動を把握する継続的な情報交換を行い、家庭・
学校・地域との連携をとりながら青少年育成活動を展開する。 

活 動 
 青少年の健全育成に必要な活動を関係団体に呼びかける。 
 青少年健全育成の意識高揚をはかるため、住民参加による各種行事の開催を奨

励するとともに広報活動を行う。 
 青少年の健全育成を阻害する有害物やたまり場、その他非行を誘発する環境等

の実態把握、監視および撤去指導を呼びかける。 
 関係業界による自主規制等が効果的に行われるよう必要な申し入れ等を行う。 
 大人自身が襟を正し、青少年に範を示すよう呼びかける。 

事業等 
 下表のとおり（令和５年度の場合） 

事業名 開催頻度 理事 育成員 その他 
総会 年１回 参加 参加 平日夜間（例年4月） 
理事会 年５回程度 参加 － 平日夜間 
中学生の主張発表大会 年１回 参加 参加 週末昼間（例年６月） 
その他の啓発活動等 不定期 参加 任意 週末昼間（街頭活動） 

※会場は、福祉センター、市民文化会館など

３ 



 

青推協 理事 について 
推薦人数 

 中学校区 1 名 
任  期 

 1 年間（再選は妨げない） ※２年以上在籍可能な方が望ましい 
役  割 

 青推協の執行機関としての理事会の構成員として会の運営にあたる 
 青推協で得た情報を地域にフィードバックする 

報  償 
 なし（費用弁償あり） 

対  象 
 地区コミュニティ会議青少年育成組織の⾧が望ましい 

※青少年育成員との兼務は不可 
 青少年育成活動に理解と熱意がある方 

そ の 他 
 出席（参加）する会議等は、裏面の事業等のとおり 

 
 
 

青推協 青少年育成員 について 
推薦人数 

 原則、１小学校区 1 名以上 ※最低限、理事以外に中学校区から２名 
任  期 

 1 年間（再選は妨げない） ※２年以上在籍可能な方が望ましい 
役  割 

 青推協が開催する研修会に参加するなど会の運営に協力する 
 青推協の研修会などに参加し情報を地域にフィードバックする 

報  償 
 なし（費用弁償あり） 

対  象 
 地区コミュニティ会議青少年育成組織に所属し、今後中心的な役割を担う方が

望ましい ※理事との兼務は不可 
 青少年育成活動に理解と熱意がある方 

そ の 他 
 出席（参加）する会議等は、裏面の事業等のとおり 

４ 



豊こ若発 第１５９２号 
令和５年１１月２９日 

                         
地区コミュニティ会議会⾧ 様 

                        豊田市⾧  太田 稔彦 
 

令和６年二十歳のつどいの開催について（依頼） 
 

日ごろは、当市の青少年健全育成事業に対して多大なる御理解と御協力をい
ただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、みだしの件について、下記のとおり依頼いたします。各地区の皆様に
は、大変お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 令和６年二十歳のつどいについて 
（１）開催について 

各地区コミュニティ会議で、市からの委託により実施 
（２）開催日及び会場 

別紙のとおり（※令和６年「成人の日」は１月８日（第２月曜日）） 
（３）対象者数 

４，８８８人（令和５年１１月１日現在）※昨年同時期４，８９４人 
※二十歳のつどいの対象者は、原則として平成１５年４月２日から平

成１６年４月１日生まれで①市内在住の人②過去に豊田市に住民票
があった人（本人等から申し出があった場合に、出席する地区の異
動（変更）及び市外転出者の参加を受付）。 

 
 
 

【問合せ】豊田市こども・若者政策課 山田（健）、志村 
電 話 ３４－６６３０ 
ＦＡＸ ３４－６９３８ 
E-mail kowaka@city.toyota.aichi.jp  

資料２ 



 
令和６年（令和５年度）二十歳のつどい 開催予定表 

 
 
 

地区名 開 催 日     会  場 受付時刻 式典・記念行事時刻 

崇化館 令和６年１月７日（日） 豊田市コンサートホール  ９ ３０ １０ ００ １２ ００ 
朝日丘 令和６年１月７日（日） 豊田市民文化会館  ９ ３０ １０ ３０ １２ ３０ 
豊 南 令和６年１月６日（土） 豊田市民文化会館 １３ １５ １４ ００ １５ ３０ 
高 橋 令和６年１月７日（日） 高橋コミュニティセンター １０ ００ １０ ３０ １２ ００ 
上 郷 令和６年１月７日（日） 上郷交流館 ９ ００ １０ ００ １２ ３０ 
若 林 令和６年１月７日（日） 若林交流館 ９ ３０ １０ ３０ １２ ３０ 
保 見 令和６年１月７日（日） 保見交流館 １０ ００ １０ ３０ １２ ００ 

猿 投 令和６年１月７日（日） 猿投棒の手ふれあい広場 
ふれあいホール １０ ００ １０ ３０ １２ ３０ 

猿投台 令和６年１月７日（日） 猿投台中学校 ９ ４５ １０ １５ １２ ３０ 
石 野 令和６年１月７日（日） 石野交流館 １３ ００ １３ ３０ １５ ３０ 
松 平 令和６年１月７日（日） 松平交流館 ９ ３０ １０ ３０ １２ ３０ 
竜 神 令和６年１月７日（日） 竜神中学校 ９ １５ １０ ００ １２ ００ 
美 里 令和６年１月７日（日） 美里交流館  ９ ３０ １０ ００ １２ ００ 
逢 妻 令和６年１月７日（日） 西 部 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー               ９ １５ １０ ００ １２ ３０ 
若 園 令和６年１月７日（日） 若園交流館 １２ １５ １３ ００ １５ ３０ 
梅坪台 令和６年１月７日（日） 豊田市福祉センター １０ ００ １０ ３０ １２ ００ 
前 林 令和６年１月７日（日） 前林中学校  ９ ３０ １０ ００ １２ ００ 
益 富 令和６年１月７日（日） 益富中学校 １０ ３０ １１ ００ １２ ３０ 
末野原 令和６年１月７日（日） 末野原交流館 １３ ３０ １４ ００ １６ ００ 
井 郷 令和６年１月７日（日） 猿投コミュニティセンター ９ ３０ １０ ００ １２ ００ 
藤 岡 令和６年１月７日（日） 藤岡ふれあいの館 １０ ００ １１ ００ １３ ００ 
小 原 令和６年１月７日（日） 小原交流館 １３ ３０ １４ ００ １６ ００ 
足 助 令和６年１月７日（日） 足助交流館 ９ ３０ １０ ００ １２ ３０ 
下 山 令和６年１月７日（日） 下山基幹集落センター １０ １５ １１ ００ １２ ３０ 
 旭 令和６年１月７日（日） 旭交流館 １２ ３０ １３ ００ １４ ３０ 
稲 武 令和６年１月７日（日） 稲武交流館 １２ ００ １３ ００ １５ ００ 
藤岡南 令和６年１月６日（土） つどいの丘 １２ ００ １３ ００ １４ ３０ 
浄 水 令和６年１月７日（日） 豊田市福祉センター １３ ００ １３ ３０ １５ ００ 

 

別紙 









 
 
 
 

令和 5 年１１月２９日 
 
 自治区⾧ 様 

豊田市⾧ 太田 稔彦  
 

「広報とよた１２月号」掲載の年末年始の「ごみ収集日」の一部訂正について 
 

日頃は、本市の清掃行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
「広報とよた 12 月号」に掲載しました「年末年始のごみ収集日・清掃関連施設の休業

日」について、下記のとおり誤りがありましたので、お詫びするとともに訂正させていた
だきます。 
 

記 
 
１ 「ごみ収集日」について 
   
  広報とよた１２月号１５ページ左欄上段（裏面参照） 
  
 正） 

種類 通常収集 臨時収集 

金属ごみの日 第 1 回目の水曜日地区 12 月 30 日（土） 

 
 誤） 

種類 通常収集 臨時収集 

金属ごみの日 第 1 回目の月曜日地区 12 月 30 日（土） 

 
 ※本来、「金属ごみの日」である 1 月 3 日（水）は、休業日ですので、12 月 30 日（土）

に臨時に収集します。 
 
２ その他 
  １１月１０日の区⾧便で配布した「年末年始のごみ収集・清掃関係施設の休業予定に

ついて（通知）」に誤りはありません。 
   
 

    
【問合せ先】〒470-1202 豊田市渡刈町大明神３９番地３ 

              豊田市環境部 循環型社会推進課 電話７１－３００１ 
 
 
 

資料４ 
１２月区長便 



広報とよた 12 月号 15 ページ抜粋 

訂正箇所 


















